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１．はじめに 

日光砂防事務所管内における砂防関係施設は,

土砂災害防止の機能を有する重要な社会資本であ

り,果たしている役割は持続的に発揮させなけれ

ばならない.しかしながら,限られた予算と人員・

体制で維持管理を行わざるを得ない状況の中では,

管理者が確保すべき維持管理水準と実施できる維

持管理の限界を明らかにし,効果的・効率的な維持

管理を実施することが緊急の課題となっている.

これらを受けて,日光砂防事務所管内の地域特性

を十分に踏まえ,防災・環境など様々な観点から見

た総合的な長寿命化計画を策定した. 

２．現状の砂防設備と健全度 

荒廃流域の土砂の生産・流出を抑制するため,内
務省は大正 7 年の稲荷川をはじめとして直轄砂防

事業が実施されてきた.現在,砂防施設が 498 基設

置されており,古いものは 1920 年に竣工されてお

り,施工後 95 年が経過している.1968 年から 2000
年頃までは年間 10 基程度施工されているが,2000
年以降は年間 5 基前後の施工となっている（図－

１）. 
これまで施工された全施設 498 基において,定

期点検結果及び詳細点検等に基づき,変状レベルを

評価した上で,流域や周辺環境等を考慮して総合的

に健全度評価を実施した（健全度評価の分類は表

－１の通り）.健全度評価の結果,C ランク：17 基,B
ランク：82 基,A ランク：399 基となっており,ほ
とんどの施設は A ランクもしくは B ランクとなっ

た（表－２）.また,2000 年以前に施工された砂防

施設に B,C ランク施設が多数存在していることが

わかる（図－１）.

 
 

 

３．長寿命化計画の方針 

砂防関係施設の長寿命化計画策定ガイドライン1)

を踏まえて,長寿命化計画の方針を策定した. 
点検及び健全度評価の手順は図－２に示す通り,点

検結果を基に,部位の変状レベル及び施設周辺状況を

加味して健全度評価を実施するものとした. 
維持管理工事の実施時期は,予防保全型管理を基本

とし,機能に影響が及ぶ前に対策を講ずるものとする.
また,損傷,異常の程度に応じて,対応の必要性,緊急性,
対策工法などを把握する必要があるため,より適切か

つ効率的な維持管理を行うため,PDCAサイクル体型

により維持管理を実施するものとした. 
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表－２ 各流域における健全度評価 

2000 年以前の施設に B，C ランク多数 

図－１ 施工年と健全度評価 
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表－１ 砂防関係施設の健全度評価基準 

図－２ 点検及び健全度評価の手順 

表－３ 部位の変状レベル評価と表記 



４．対策の優先順位 

4.1 優先度評価の手順 

限られた予算の中で,合理的に砂防施設の長寿命化

対策を実施するためには,砂防施設の対策優先度を評

価し,それらに応じて対策時期を調整することで,予
算を平準化する必要がある. 

日光砂防事務所管内の砂防施設の対策優先度は,
『健全度』（傷んでいるものから対策すべきであると

いう観点）と『防災上の観点』（防災上の理由から優

先して対策すべきであるという観点）との両者から

総合的に評価することとする.『健全度』は前述した

通りであり,ここでは『防災上の観点』について検討

することで,砂防施設の優先度評価を行う. 
4.2 防災上の視点の AHP による解析 

各重要度評価項目の重み付けを一定の客観性や一

貫性を持って数値化することが可能であり,かつ,評
価の拮抗する中間的な値を取り扱うことが可能な

AHP（階層分析法）を用いたアンケート調査を行い,
その結果から防災上の観点を評価した.防災上の観点

項目は日光砂防事務所管内の流域特性,砂防施設が機

能不全に至る素因・誘因,機能不全による影響に着目

し 7 項目とした.これら 7 項目を「評価基準Ⅰ」,「代

替案（評価基準Ⅱ）」とする階層構造を設定した（図

－３）. 
日光砂防事務所職員 14 名と八千代エンジニヤリ

ング株式会社の砂防技術者 10 名を対象としてアン

ケートを実施し,AHP による防災上の観点の点数化

を実施した（表－４）.その結果,保全対象との距離が

も重要な評価項目となった.ついで渓流内での整備

寄与率・基幹堰堤が重要な評価項目となっており,常
時流水の有無や登録有形文化財・土木遺産は比較的

重要度が低い結果となった. 
５．対策優先度 

AHP を用いて設定した防災上の観点の重み付け

を基に,各施設の防災上の観点を点数化し健全度評価

ごとに優先度順位を決定した.また,日光砂防事務所

管内の３流域（大谷川流域,鬼怒上流域,男鹿川流域）

における防災上の観点の分布状況を整理した（表－

５）.その結果,鬼怒川上流域・大谷川流域に比べ大谷

川流域は防災上の観点の点数が比較的高い傾向にあ

り,優先して対策すべき砂防施設が多いといえる. 
６．今後の課題 

 防災上の観点として抽出した 7 項目は今後の流域

環境や今後の情勢により変化することが考えられる.

また,AHP 法はアンケート回答者によって結果（重み

付け）が変わるため,対策優先順位を再検討する際に

は検討時の流域環境や情勢に十分留意して評価項目

を設定する必要がある. 
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図－３ 階層構造の設定 

評価項目（評価基準Ⅱ） 
重み 

（AHP） 
判定区分 配点 

①    過去の土砂移動履歴 13% 
履歴あり 13 
履歴なし 0 

②    流域の荒廃状況 10% 
荒廃あり 10 
荒廃なし 0 

③    常時流水の有無 6% 
常時流水あり 6 
常時流水なし 0 

④    保全対象との距離 25% 
近接する 25 
近接しない 0 

⑤    渓流内での整備寄与率 
  基幹堰堤 

20% 
上位 30% 20 
上位 30%～70% 10 
上記以外 6 

⑥    観光客からの視点 14% 
視点あり 14 
視点なし 0 

⑦    登録有形文化財 
  土木遺産 

12% 
登録あり 12 
登録なし 0 

各項目 大配点の合計 100 

表－４「防災上の観点」評価項目の重み付け結果
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  大谷川流域における対象施設は全498基
中402基である。 

大谷川流域のマトリクス図から、健全度
評価「A」及び「B」に着目すると、防災
上の観点「中」以上が多数を占めており、
健全度が低い施設ほど、防災上の観点の合
計点数が高く、優先して対策すべき砂防施
設が多いといえる。 

一方、健全度評価「C」では、防災上の
観点「中～高」が多くなっている。 
  エラー! 参照元が見つかりません。に健
全度Ｃの砂防施設及び防災上の観点にお
ける合計点数を明示した拡大図を示す。 
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  鬼怒川上流域における対象施設は全498
基中70基である。 

  鬼怒川上流域のマトリクス図から、健
全度が低い施設では、防災上の観点の合計
点数が低い傾向にあることが明らかとな
った。健全度評価「Ｃ」の砂防施設は4基
であるが、防災上の観点ででは「低」に分
類される結果となった。 
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  男鹿川流域における対象施設は全498基
中26基である。 
  男鹿川流域では健全度「C」の砂防施設
はない。マトリクス図から、男鹿川流域の
砂防施設は、健全度「A」の場合、防災上
の観点「低～高」に分布し、健全度「B」
の場合、防災上の観点「低～中」に分布す
ることが明らかとなった。 

 

表－５「防災上の観点」評価項目の重み付け結果
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